
セレサ資産運用プラン定期貯金規定＜基本コース＞ 

 

１．（預入資格） 

セレサ資産運用プラン定期貯金＜基本コース＞（以下「この貯金」といいます。）は、当ＪＡで取扱いし

ている投資信託を同時にお申込みいただける個人のお客様に限りお預け入れできます。ただし、投信つ

みたてサービスによる購入は対象外となります。 

 

２．（取扱店舗） 

   この貯金のお預け入れおよびお支払は投資信託のご購入と同一店舗とします。 

  

３．（お預け入れ限度金額） 

   お預け入れ金額の総額のうち投資信託の購入金額を５０％以上、残額を定期貯金にお預け入れでき

ます。投資信託の購入金額は２５万円以上とします。 

    

４．（お預け入れ貯金種類および貯金名義） 

この貯金は期間１年のスーパー定期貯金＜単利型＞または期間１年の大口定期貯金とします。なお、

この貯金は投資信託をご購入されたお客さまの名義に限ります。 

 

５．（少額貯蓄非課税制度（マル優）の利用） 

スーパー定期貯金は少額貯蓄非課税制度（マル優）を利用することができます。ただし、３５０万円を

超える金額に対しては分離課税扱いとします。 

大口定期貯金は少額貯蓄非課税制度（マル優）を利用することができません。 

 

６．（適用利率） 

（１）・預入時の「スーパー定期貯金＜単利型＞」・「大口定期貯金」 

１年もの初回適用金利を0.25％とし、初回満期日まで適用します。 

（２）当ＪＡがやむをえないものと認めてこの貯金を満期日前に解約する場合には、その利息は

預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は

切り捨てます。）によって計算し、この貯金とともに支払います。 

   ・スーパー定期貯金＜単利型＞の場合 

①  ６か月未満 ････････････････････････・ 解約日における普通貯金の利率 

② ６か月以上１年未満 ･････････････････ 約定利率×５０％ 

  ・ 大口定期貯金の場合 

次の[１]および[２]の算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率とします。ただし、

計算した利率が０％を下回るときは、０％を下限とします。 

［１］次の預入期間に応じた利率 

Ａ ６か月未満         解約日における普通貯金利率 

Ｂ ６か月以上１年未満     約定利率×50％ 

   ［２］ 

約定利率－ 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

預入日数 

（注）なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を証書または通帳記載の満期日まで新 

たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当ＪＡ 

所定の利率とします。 

 

 



７．（自動継続後の適用利率） 

    自動継続後は、初回適用金利は適用されず、継続日における「スーパー定期貯金＜単利型＞」また

は「大口定期貯金」の１年ものの店頭表示金利にて自動継続します。 

 

８．（投資信託対象ファンド） 

  つみたてＮＩＳＡ専用ファンドを除く、当ＪＡでお取扱いしている投資信託を対象とします。ただし、投資

信託ご購入においてスイッチングをご利用になる際は、本プランはご利用になれません。また、「投信つ

みたてサービス」による購入は対象外となります。 

 

９．（その他） 

この規定に定めのない事項については、別途定める自動継続スーパー定期貯金規定（単利型）ま

たは自動継続大口定期貯金規定により取扱います。 

以 上 

 （２０２０年４月１日現在） 


